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公布された法令のあらまし 

 

使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則（規則第17号） 

使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例（平成22年兵庫県条例第６号）のうち、兵庫県民会館、

兵庫県立尼崎青少年創造劇場、兵庫県立嬉野台生涯教育センター、阪神・淡路大震災記念人と防災未来センタ

ー、兵庫県福祉センター、兵庫県立姫路労働会館、兵庫県中央労働センター、兵庫県立丹波年輪の里、兵庫県

立先端科学技術支援センター、兵庫県立但馬ドーム、兵庫県立淡路夢舞台国際会議場及び淡路夢舞台公苑、兵

庫県立ふるさとの森公園、兵庫県立フラワーセンター、兵庫県立三木山森林公園、兵庫楽農生活センター、兵

庫県立但馬飛行場及び兵庫県立美術館の利便施設の利用料金の基準額に係る改正規定の施行期日を平成24年４

月１日とすることとした。 

兵庫県税条例施行規則の一部を改正する規則（規則第18号） 

兵庫県税条例の一部改正に伴い、自動車取得税の課税標準の特例の適用を受けようとする場合の申告書に記

載する事項を定める等所要の整備を行うこととした。 

児童福祉規則等の一部を改正する規則（規則第19号） 

児童福祉法の一部改正により、障害の種別により分かれている障害児施設について障害の種別を超えた利用

ができるよう一元化され、市町が障害児通所支援の実施主体とされる等障害者に対する支援体制の見直しが行

われること等に伴い、次の関係規則について所要の整備を行うこととした。 

１ 児童福祉規則 

２ 児童福祉法による費用の徴収に関する規則 

３ 看護師学生等修学資金貸与規則 

４ 兵庫県立リハビリテーションセンター管理規則 
 

規 則 

 

使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。 

平成24年３月30日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県規則第17号 

使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例（平成22年兵庫県条例第６号）附則第１項第３号に規定

する規則で定める日（同号に掲げる規定のうち、同条例第11条、第14条、第22条、第24条、第35条、第39条か

ら第41条までの規定、同条例第42条中兵庫県立円山川公苑の設置及び管理に関する条例（昭和62年兵庫県条例

第27号）第８条第３項にただし書を加える改正規定及び同条例別表第１の１の部改正規定（利便施設に係る部

分に限る。）並びに使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例第43条、第45条及び第47条の規定に係る

部分を除く。）は、平成24年４月１日とする。 
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兵庫県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成24年３月30日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

兵庫県規則第18号 

兵庫県税条例施行規則の一部を改正する規則 

兵庫県税条例施行規則（昭和35年兵庫県規則第78号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（条例附則第21条の２の４第８項の規則で定める事項） 

９ 条例附則第21条の２の４第８項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に掲げる事項とする。 

 (1) 条例附則第21条の２の４第１項から第３項までの規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる事項

（法附則第12条の２の５第１項第１号から第３号まで又は第５号に掲げる場合にあっては、ウからカまで

に掲げる事項を除く。） 

ア 条例附則第21条の２の４第１項から第３項までの規定の適用を受けようとする旨 

イ 自動車の取得価額 

ウ 自動車のエネルギー消費効率（エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）第80

条第１号に規定するエネルギー消費効率をいう。） 

エ 自動車の車両重量（運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。） 

オ 内燃機関の燃料の種類 

カ エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令（昭和54年政令第267号）第21条第８号の貨物自動車に

あっては、自動車の車両総重量（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第40条第３号に規定する車両

総重量をいう。以下この項において同じ。）、変速装置の方式及び構造 

 (2) 条例附則第21条の２の４第４項から第６項までの規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる事項 

ア 条例附則第21条の２の４第４項から第６項までの規定の適用を受けようとする旨 

イ 自動車の取得価額 

ウ 乗車定員 

 (3) 条例附則第21条の２の４第７項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる事項 

ア 条例附則第21条の２の４第７項の規定の適用を受けようとする旨 

イ 自動車の取得価額 

ウ 自動車の車両総重量 

様式第36号２ページの部及び３ページの部、様式第41号１ページの部並びに様式第42号２ページの部中「平

成24年３月31日」を「平成26年３月31日」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

 

児童福祉規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成24年３月30日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県規則第19号 

児童福祉規則等の一部を改正する規則 

（児童福祉規則の一部改正） 

第１条 児童福祉規則（昭和39年兵庫県規則第45号）の一部を次のように改正する。 

促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。 

第22条を次のように改める。 

第22条 削除 

様式第21号注３(4)中「第34条の15第１項各号」を「第34条の19第１項各号」に改める。 

様式第21号の２注(3)中「第34条の15第１項各号」を「第34条の19第１項各号」に改め、同様式注(4)中「第

１条の36第１号」を「第１条の37第１号」に改める。 
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第２条 児童福祉規則の一部を次のように改正する。 

第28条中「第33条の２第４項」を「第33条の２の２第４項」に改める。 

第28条の３中「第34条の３第１項」を「第34条の４第１項」に改める。 

第28条の４中「第34条の３第２項」を「第34条の４第２項」に改める。 

第28条の５中「第34条の３第３項」を「第34条の４第３項」に改める。 

第28条の６中「第34条の11第１項」を「第34条の12第１項」に改める。 

第28条の７中「第34条の11第２項」を「第34条の12第２項」に改める。 

第28条の８中「第34条の11第３項」を「第34条の12第３項」に改める。 

第33条第１項中「第51条第２号及び第４号」を「第51条第１号から第３号まで、第５号及び第６号」に改

める。 

様式第21号注３(4)及び様式第21号の２注(3)中「第34条の19第１項各号」を「第34条の20第１項各号」に

改める。 

様式第23号中「第34条の３第１項」を「第34条の４第１項」に改める。 

様式第25号中「第34条の３第２項」を「第34条の４第２項」に改める。 

様式第26号中「第34条の３第３項」を「第34条の４第３項」に改める。 

様式第27号中「第34条の11第１項」を「第34条の12第１項」に改める。 

様式第28号中「第34条の11第２項」を「第34条の12第２項」に改める。 

様式第29号中「第34条の11第３項」を「第34条の12第３項」に改める。 

（児童福祉法による費用の徴収に関する規則の一部改正） 

第３条 児童福祉法による費用の徴収に関する規則（昭和39年兵庫県規則第46号）の一部を次のように改正す

る。 

本則（第２条第４号及び第３条第５項を除く。）及び別表第１から別表第３までの規定中促音に用いられて

いる「つ」を「っ」に改める。 

第２条第３号中「（次号に掲げるものを除く。）」を削り、同条第４号を削る。 

第３条第１項中「若しくは第４号」を削り、同条第４項を次のように改める。 

４ 前条第３号に係る措置を受けた者に係る納入義務者が当該措置を受けた者以外の者について法第21条の

５の２に規定する障害児通所給付費又は法第24条の２第１項に規定する障害児入所給付費の支給を受けて

いる場合における当該納入義務者からの徴収金の額は、当該障害児通所給付費に係る法第21条の５の３第

１項に規定する指定通所支援又は当該障害児入所給付費に係る法第24条の２第１項に規定する指定入所支

援が同号に係る措置であるものとして同号及び第１項の定めるところにより算定した徴収金の額から、当

該指定通所支援又は指定入所支援に要した費用の額の範囲内で別に定める額を控除した額とする。 

第３条第５項を削り、同条第６項を同条第５項とする。 

別表第３納入義務者の属する世帯の階層区分の款中「知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自

由児施設通園部、」を削り、同表注４を削り、同表注５を同表注４とする。 

別表第４を削る。 

（看護師学生等修学資金貸与規則の一部改正） 

第４条 看護師学生等修学資金貸与規則（昭和39年兵庫県規則第114号）の一部を次のように改正する。 

促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。 

第２条第１項第３号中「第21条第１号」を「第21条第２号」に、「同条第２号」を「同条第３号」に改め、

同条第３項第１号中「第７条第６項」を「第６条の２第３項」に改め、同項第２号中「第43条の４」を「第

42条第２号」に、「重症心身障害児施設」を「医療型障害児入所施設（主として同法第７条第２項に規定する

重症心身障害児を入所させるものに限る。第11条第１号イにおいて同じ。）」に改める。 

第11条第１号ア中「第７条第６項」を「第６条の２第３項」に改め、同号イ中「第43条の４」を「第42条

第２号」に、「重症心身障害児施設」を「医療型障害児入所施設」に改める。 

（兵庫県立リハビリテーションセンター管理規則の一部改正） 

第５条 兵庫県立リハビリテーションセンター管理規則（昭和44年兵庫県規則第70号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の表１の項及び第13条第２項中「肢体不自由児療護施設」を「障害児入所施設」に改める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定及び第４条中看護師学生等修学資金

貸与規則第２条第１項第３号の改正規定は、公布の日から施行する。 

（看護師学生等修学資金貸与規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ この規則の施行の日前に第４条の規定による改正前の看護師学生等修学資金貸与規則（以下「改正前の規

則」という。）第11条第１号ア又はイに掲げる特定指定施設において保健師、助産師、看護師又は准看護師（以

下「看護師等」という。）の業務に従事した期間は、第４条の規定による改正後の看護師学生等修学資金貸与

規則（以下「改正後の規則」という。）第11条の規定の適用については、それぞれ改正後の規則第11条第１号

ア又はイに掲げる特定指定施設において看護師等の業務に従事した期間とみなす。 
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